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■計画の基本情報

H 23 ～ H 30

亀山市都市マスタープランに関する実績等報告書（平成29年度）

位置付け

　本計画は、都市計画法第18条の2において規定される市町村の都市計画に関す
る基本的な方針を策定するものである。

産業建設部都市整備課

目的・概要

計画期間 年度

　亀山市の都市づくりの基本理念や土地利用及び都市施設の整備に関する基本方
針を明らかにすることで、将来にわたり暮らしやすい都市を形成することを目的として
いる。都市形成の基本的な方針を定めることで、各地域が連携し魅力ある都市を形
成するための指針としての役割を担っている。
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【目標１】 

現在の地形特性を

守り活かす都市形成 

【目標２】 

歴史文化資産を活

かした都市づくりの推

進 

【目標３】 

都市の拠点機能強

化 

【目標４】 

まとまりのある居住

地の形成 

【目標５】 

都市機能拠点と居

住地のつながりの強

化 

【目標６】 

近隣市とつながりの

確保による補完関係

強化 

【重点課題１】 
特有の都市の姿と美
しい自然・歴史的景
観は、亀山市の特徴
であり継承すべき宝
であるため、都市づく
りにあたっても効果
的に活かすとともに、
共生していくことが重
要です。 

【対応方針１】 

美しい景観の保

全・活用 

【対応方針２】 

自然環境や特有

の地形などの保

全・活用 

【重点課題２】 
亀山市の元気さを実
感できるためには利
便性の向上が重要
です。そのため、都
市機能に適切な拠
点性をもたせながら
集約化を図ることで
にぎわいを創出する
ことが重要です。 

【対応方針３】 

魅力的な環境の

整ったにぎわい

拠点の創出 

【対応方針４】 

まちなか居住の

推進 

【重点課題３】 
将来も安心して生活
できる都市づくりのた
めには、将来の都市
動向に対応した都市
規模を維持し、既存
の都市機能を活用し
た効率性の高い都
市づくりが必要です。 

【対応方針５】 

魅力的な環境の

整ったにぎわい

拠点の創 

都市づくりの目標 重点課題の対応方針 



■成果指標
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■計画の実績等
　居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティに向けた取り組みを推進するた
め、平成29年10月に亀山市都市マスタープランの一部となる亀山市立地適正化計
画を策定した。
　立地適正化計画の策定に伴い、居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定し
た。
　また、居住誘導区域及び都市機能誘導区域以外において特定の行為を行う際
は、事前の届出制度を設けた。

　居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定したことにより、それぞれの地域の考
え方、誘導する施策について整理することができた。
　立地適正化計画の策定に伴う事前の届出制度により、区域外での特定行為を把
握することができ、今後、実施を検討する施策の参考とすることができた。

１．快適さを支える生活基盤の向上　（１）都市づくりの推進　①計画的な都市づくり
の推進

　届出制度による状況を把握することにより、都市機能や居住の適切な誘導を行
い、快適な暮らしを支えるコンパクト＆ネットワークによる都市づくりへ向け、都市マス
タープランの改定の参考とすることができた。

　平成30年度が、現行の都市マスタープランの最終年度となることから、広く市民の
意見を聴き、都市マスタープランの改定作業を進める必要がある。

　ワークショップや市民協議会で出される意見を反映させ、より市民の目線にたった
計画の策定を進める。

今後の方向性

反省点・課題

取組実績

成果

総合計画推進
への寄与度

設定なし

実績値
（H29）

現状値 目標値
単位

成果指標名

 

 

 

 

 

 

  

将
来
都
市
像 

 

『豊
か
な
自
然
・悠
久
の
歴
史 

光
と
き
め
く
亀
山
』 

都
市
づ
く
り
の
基
本
理
念 

 

「自
然
や
歴
史
に
包
み
込
ま
れ
た
都
市
を
継
承
し
、
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
へ」 

【目標１】 

現在の地形特性を

守り活かす都市形成 

【目標２】 

歴史文化資産を活

かした都市づくりの推

進 

【目標３】 

都市の拠点機能強

化 

【目標４】 

まとまりのある居住

地の形成 

【目標５】 

都市機能拠点と居

住地のつながりの強

化 

【目標６】 

近隣市とつながりの

確保による補完関係

強化 

【重点課題１】 
特有の都市の姿と美
しい自然・歴史的景
観は、亀山市の特徴
であり継承すべき宝
であるため、都市づく
りにあたっても効果
的に活かすとともに、
共生していくことが重
要です。 

【対応方針１】 

美しい景観の保

全・活用 

【対応方針２】 

自然環境や特有

の地形などの保

全・活用 

【重点課題２】 
亀山市の元気さを実
感できるためには利
便性の向上が重要
です。そのため、都
市機能に適切な拠
点性をもたせながら
集約化を図ることで
にぎわいを創出する
ことが重要です。 

【対応方針３】 

魅力的な環境の

整ったにぎわい

拠点の創出 

【対応方針４】 

まちなか居住の

推進 

【重点課題３】 
将来も安心して生活
できる都市づくりのた
めには、将来の都市
動向に対応した都市
規模を維持し、既存
の都市機能を活用し
た効率性の高い都
市づくりが必要です。 

【対応方針５】 

魅力的な環境の

整ったにぎわい

拠点の創 

都市づくりの目標 重点課題の対応方針 


